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わたしの手帖
～これまでの人生、そしてこれから～
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～話そう、書こう、あなたの人生のこと～

「わたしの手帖」は、人生の最終段階や、亡くなった後のことだけでなく、
自分の望む人生を、最期まで自分らしく歩むために、

自分のこれまでの人生を振り返り、これからの生き方につなげていく冊子です。
また、書いたことを元に、家族や親しい人、信頼する人と繰り返し話し合い、

想いを共有することは、最期まで自分らしく生きるためにはとても大切なことです。
あなたの「今」を大切にするためにも、ペンを取って、考えてみましょう！

すべての項目を
埋めようとしなくても大丈夫

興味のあるページがあれば

そこから始めたり、

必要だと思うページを

選んで書いてもよいでしょう。

家族と相談しながら
書いてもよいでしょう

あなたの人生や考えを伝えることは、

あなたの信頼できる人達とお互いの絆を

より深めることに繋がります。

そのことが、これからの豊かな

時間を創ります。

書き変えても
大丈夫

気持ちが変わることは、

もちろんあります。その場合は、

既に書き込んだ箇所に線を引き、

書き直してください。

線の横に訂正した日付を

書いておくとよいでしょう。

何度か書き直すことで、

気持ちが整理されていくこともあります。

定期的に
見直しましょう

裏表紙には、

名前と誕生日の欄があります。

毎年の誕生日にこのノートを

見返して、情報や気持ちが

変わっていないかを確かめましょう。
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はじめに
わたしの手帖の書き方

※当冊子には、法的効力はありません。法的効力が
必要な場合は、遺言書を作成しましょう。
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わたしのこれまで第 1章

誕生からこれまでを思い出しながら、あなたの人生を振り返りましょう。

誕生日
　　　　　　　　　　　 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

両　親

父

氏名

どんな人だったか

母

氏名

どんな人だったか

住んでいた
ところ

こんな
子どもだった

幼い頃の思い出
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得意科目

好きだった本・
映画・音楽

思い出に残る
出来事

将来の夢

夢中に
なったこと

経験した仕事

この仕事に
就いた

理由・背景

仕事をする上で
大切にした

信念・価値観

学生時代

仕事のこと
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家系図 あなたの周りにいる人たちを思い浮かべながら書いてみましょう

祖父祖父 祖母祖母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

自分兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子子

孫

子

孫 孫 孫 孫 孫 孫 孫

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

義父 義母

ペット

種　類 名　前 性　別 エ　サ 預けられるところ かかりつけの動物病院
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フリガナ 　

氏　名

本籍地

〒

現住所

〒

電話番号

自宅

携帯

メール
アドレス

パソコン　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

携帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

趣味・特技 好きな言葉

好きな食べ物 好きな場所

苦手な食べ物 好きな本・映画

好きな花 宝物・
コレクション好きな音楽

わたしのいま第2章

基本情報

あなたの身のまわりについて、記録しておきましょう。
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■かかりつけ医

病院名 担当科 担当医 電話番号

科

科

科

科

■常用薬

薬　名 目　的 薬　名 目　的

■持病

病　名 発症の時期 いまの状態

■既往症

病　名 治療期間 病　名 治療期間

■アレルギー

原因物質 症　状 原因物質 症　状

■その他（緊急時、医師や救急隊員に知らせたいことなど）

例：身体の不自由な部分・ペースメーカーを入れている

医療情報
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項　目 番　号 その他

マイナンバー

基礎年金番号

健康保険証

後期高齢者
医療保険証

介護保険証

運転免許証

■その他

公的情報

もしもに備え、医療や公的なカードや証書、電気・水道・ガスなどの生活
インフラの請求書などはまとめておきます。
同居していない家族などにも分かるように、保管場所を記しておきましょう。

！
注 意

保管場所

本ノートが盗難されたり悪用されたりする場合に備えて、銀行やクレジット
カードなど金融機関、パソコンや携帯電話など電子機器の「暗証番号」は、
本ノートには記載しないようにしましょう。

！
注 意
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項　目 取引先・契約番号 金融機関・支店・口座番号 名義人

電気料金

ガス料金

水道料金

自宅
電話料金

携帯
電話料金

NHK
受信料

クレジット
カード

■その他

毎月の引き落とし情報

　　　　　死後事務委任
亡くなった後の葬儀や納骨、解約や返納などの各種手続き（死後事務）を頼める人が
周囲にいない場合に、生前に弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者に委任して
おく方が増えています。

キ ー ワ ー ド
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資産情報

■預貯金

金融機関 支　店 種　類 口座番号 名義人

■有価証券

名称や銘柄 金融機関 店　名 口座番号 名義人

■不動産

種　類 用　途 所在地 名義人と持ち分

■保険

保険会社 証券番号 契約者 被保険者 受取人
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■私的年金

名　称 団　体 連絡先

■借入金・ローン

借入目的 借入先 連絡先 借入額 返済方法 完済予定日

■その他

　　　　　相続の生前対策
相続税の計算式や生前贈与についての情報を収集しましょう。
不動産については納税資産の確保や空き家対策なども重要です。
専門家に相談してみるのも良いでしょう。

キ ー ワ ー ド

借入金や保証債務など負債も相続の対象となります。
相続人のために必ず書いておきましょう。

！
注 意
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大切なもの

品　物 保管場所 希望する処分方法 この宝物への思い

　　　　　生前整理
人生を豊かにしてくれた大切なものや思い出は、エンディングに向けてどう整理すれば
よいのでしょうか。

「最後まで手元に残すもの」「受け継ぐもの」「処分するもの」に分け、リフォーム・買い
取り・廃棄といった最適な手段を検討しましょう。

キ ー ワ ー ド
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キーパーソン
（連絡可能な

親族など）

間柄：　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

間柄：　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

間柄：　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

生活の場所
□ 自宅を希望する　□ 施設を希望する　□ 「名前：　　   　　」の判断に任せたい

□ その他を希望する
（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

介護費用
□ 預貯金や年金など自分の財産から使って欲しい　□ 保険に加入している

□ 特に用意はしていない　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

財産の管理を
託す場合

間柄：　　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

□ 任意後見契約済・委任契約済

あなたの好みや
こだわりたいこと

介護して
くれる人に

伝えたいこと

備　考

わたしのこれから第3章

介護について

あなたのこれからについて、思いと考えを巡らせましょう。かけがえのない人生を最後まで
自分らしく歩むために、何を大切にしたいか考えてみましょう。

　　　　　成年後見制度
成年後見制度とは、年齢を重ねて判断能力が低下した際に、家庭裁判所もしくは本人に
よって後見人を選任して、自身の財産を守ってもらう制度です。

キ ー ワ ー ド
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告　知

□ 病名・余命ともに告知を希望する　　□ 病名のみ告知を希望する

□ 病名・余命ともに告知を希望しない

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

終末期を
過ごす場所

□ 病院を希望する　　□ 自宅を希望する　　□ ※ホスピスを希望する

□ 「名前：　　　　　　　」の判断に任せたい

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ホスピスとは、体と心の苦痛緩和のために治療とケアを行う施設

延命治療

□ 回復が難しくても延命を希望する　□ 延命治療は希望しない

□ 延命より苦痛緩和を重視したい

□ 判断を任せたい「名前：　　　　　　　　　　　　　    （ 間柄：　　　　　　　）」

臓器提供・
献体

□ 臓器提供を希望する（意思表示カード保管場所：　　　　　　　　　　　　　　）

□ 角膜提供を希望する（アイバンク登録証保管場所：　　　　　　　　　　　　　）

□ 献体を希望する（登録団体：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 臓器提供や献体は希望しない

備　考

終末期医療について

　　　　　人生会議 (ACP）
人生会議とは、アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning）の愛称です。
もしものときのために、自分が望む医療やケアについて前もって考え、信頼する人たち
と話し合い、共有する取組みです。かかりつけ医や医療チーム、専門のアドバイザー
から充分な説明を受け、家族を含めた話し合いを繰り返してよりよい選択をすること
が大切です。

キ ー ワ ー ド
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「私がこれから大切にしていきたいことは

です」
　

これからの人生を豊かにする

■健康に過ごすために

■楽しく充実して過ごすために

■安心して過ごすために
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■やっておきたいこと

■一緒に過ごしたい人・会っておきたい人

■誰かの役に立つために

■その他
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葬儀への考え
□ 多くの人と盛大に　　□ 一般的に　　□ 近親者のみでこじんまりと
□ しなくてよい　　□ 家族の考えに任せたい

喪主を
お願いしたい人 間柄：　　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

葬儀の形式
宗教：　□ 仏教　　□ キリスト教　　□ 神式　　□ 無宗教

菩提寺や宗教団体　名称：　　　　　　所在地：　　　　　　連絡先：

葬儀の場所
□ 自宅　　□ 斎場　　□ 火葬場（ 式は行わない ）

具体的な希望　施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先：

葬儀の業者
□ 生前予約をしている　 　　（ 業者名：　　　　　　　　　連絡先：　　　　　　）
□ 会員になっている　　　　 （ 業者名：　　　　　　　　　連絡先：　　　　　　）
□ 依頼して欲しい業者がある （ 業者名：　　　　　　　　　連絡先：　　　　　　）

葬儀の費用
□ 私の預貯金を使って欲しい　　□ 特に用意していない
□ 保険・共済・互助会などに加入している　（名称：　　　　連絡先：　　　　　　）

戒　名
□ 格の高い戒名を希望　□ 標準的な戒名でよい　□ 戒名はつけなくてよい
□ すでに戒名を授かっている （ 戒名：　　　　　　　　　　連絡先：　　　　　　）

遺　影
□ 用意してある　 （ 保管場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ 希望する写真がある     （ 具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）      
□ 決めていない

その他の希望

祭壇や飾りつけ・音楽・一緒に納棺して欲しいものなど

会葬礼状・参列者へのメッセージ・香典や供花についてなど

わたしのエンディング第4章

葬儀について

誰もが迎える旅立ちの時。どんな旅立ちがあなたらしいでしょうか。答えはあなたの中に
しかありません。
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■連絡してほしい人

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

　　　　　葬儀の事前準備
遺族の約 4 分の 3 は家族が亡くなってから 6 時間以内に葬儀社を決めています。
悲しみの中で充分な情報収集や検討ができないまま葬儀を決めると、後悔が残ってしまう
ことも。事前に意志を伝えておくことが大切です。

キ ー ワ ー ド
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お　墓

お墓を用意してある場合
墓地名：
所在地：
連絡先：　　　　　　　　　　　　　　契約者名：
石材店：

お墓を用意していない場合
□ 新たに購入してほしい（ □ 一般墓　□ 永代供養墓　□ 納骨堂　□ 樹木葬 ）
□ 散骨してほしい（ 場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
□ 手元供養してほしい　□ 家族に任せたい

分　骨 □ 希望する　□ 希望しない

埋葬の費用
□ 私の預貯金を使って欲しい　□ 特に用意していない
□ 保険・共済などで用意している（ 名称：　　　　　　　　連絡先：　　　　　　　）

備　考

仏　壇
□ 代々の仏壇を守ってほしい　□ 新たに用意してほしい
□ 必要ない　□ 家族に任せたい

備　考

お墓・埋葬について

仏壇について

　　　　　改葬・墓じまい
遺骨を別のお墓に移す事、お墓を撤去・処分する事です。都市化や少子化が進み、先祖代々
のお墓を継承することが難しくなるケースが増えてきました。家族構成や生活環境を
踏まえて考えをまとめ、家族と相談しておくことが大切です。

キ ー ワ ー ド
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どうしても言葉にできない想い。
照れてしまって伝えられない感謝の気持ち。
本当は想いを伝えておきたい人へ、お手紙を書いておきましょう。

「大切なあなたへ」

19
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目
標
年
齢

取
り
組
み
た
い
内
容
・
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
・
や
り
た
い
こ
と

（　　  　）歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　  　）歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　  　）歳

いつ何をしたいか取り組みたいことを未来の年表に書いてみましょう
「やらなければならないこと」「やりたいこと」も合わせて年表に書いてみましょう

自分年表

わ た し 　 の 年 表



21

（　　  　）歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　  　）歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　  　）歳 エンディング

わ た し 　 の 年 表

■書き方例

目
標
年
齢

取
り
組
み
た
い
内
容
・
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
・
や
り
た
い
こ
と

（  70  ）歳（  73  ）歳

孫
と
た
く
さ
ん
遊
ぶ

介
護
施
設
へ
見
学
に
行
く

世
界
遺
産
を
見
に
行
く
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■高齢者の総合相談窓口
ともづな（浦安市地域包括支援センター）
高齢者の健康・医療・福祉・介護など様々なご相談に応じます。

センター名 住所/電話番号 担当地区

ともづな中央
猫実1-1-1（浦安市役所3階） 
☎047-381-9037

猫実1.2丁目・堀江・富士見・ 
鉄鋼通り・港・千鳥

ともづな浦安駅前
北栄1-1-16 
☎047-351-8950

猫実3.4.5丁目・当代島・北栄

ともづな新浦安
入船1-2-1 
（新浦安駅前プラザ  マーレ2階） 
☎047-306-5171

海楽・入船・美浜

ともづな富岡
富岡3-1-9（富岡交番隣） 
☎047-721-1027

東野・富岡・今川・弁天・舞浜
ともづな富岡

東野支所
東野3-4-11（ASMACI浦安1階） 
☎047-314-1085

ともづな高洲
高洲5-3-2（エスレ高洲1階） 
☎047-382-2424

明海・日の出・高洲

■成年後見制度、相続・遺言に関する相談
どんな状況にあっても、自分らしい生活を送りたいという思いの実現を手助けする支援（成年後見
制度など）の利用について、ご相談をお受けしています。
必要に応じて法律の専門職をご案内します。

問い合わせ先：うらやす成年後見支援センター（浦安市社会福祉協議会）
　　　　　　　東野1-7-1（総合福祉センター内）　TEL： 047-355-5315

浦安市の相談窓口

■税務相談
相続税、贈与税、所得税、市税などの税に関する申告や質問などについて、税理士が相談に応じ
ます（要予約、利用は年度内に１回〈20 分〉に限る）。
相談日：第２火曜日（祝日を除く）午前９時～午後０時 15 分、午後１時～午後４時 15 分
場　所：市役所 10 階　市民相談室
予約・問い合わせ先：浦安市役所　市民税課　TEL：047-712-6214

■くらしの手続き相談
相続手続きと遺言書の作成、各種契約書作成、外国人の在留関係、建築業関係、法人の設立関係、
各種許認可の書類作成・提出手続きなどについての行政書士が相談に応じます。

問い合わせ先：浦安市広聴広報課

■登記相談
分筆、合筆、登記などについて、司法書士や土地家屋調査士が相談に応じます。

問い合わせ先：浦安市広聴広報課


